
船舶事故調査報告書 

令和８年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 令和６年１２月２日 ０９時４０分頃 

発生場所 長崎県平
ひら

戸
ど

市須
す

草
ぐさ

地区南方沖（薄香
う す か

湾北西部） 

 薄香湾港西防波堤灯台から真方位３０４°１,５４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２３.１′ 東経１２９°３１.５′） 

事故の概要  ミニボート（船名なし）は、漂泊中、船尾部から浸水した。 

事故調査の経過 令和６年１２月５日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ミニボート （船名なし）、総トン数なし（全長約２.３ｍ） 

 なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 操縦者、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船体及び船外機に濡損、船尾部船底に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、水温 約１９℃ 

 事故の経過  本船は、救命胴衣を着用した操縦者が１人で乗り、平戸市後
うしろ

平
びら

地

区（江
え

袋
ぶくろ

湾）の岸壁を出航した。 

 本船は、船内に床板が設けられており、床板と船底との間に空間の

ある構造であった。 

 操縦者は、薄香湾北西部の釣り場に到着後、船外機を止め、船尾方

にシーアンカーを入れ、釣りを開始した。 

操縦者は、船尾部において、椅子に腰を掛けて船尾方を向き、釣り

をしていたところ、本船の船尾側が沈み始めて舷縁を越えて海水が

入ってきたので、海に入り、近くの養殖筏
いかだ

のブイまで本船のシーア

ンカーの索を引きながら泳ぎ、同ブイに掴
つか

まった。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生場所概略図 



操縦者は、転覆して船首部のみが海上に出ている状態の本船を引き

寄せた後、近くで別のミニボート（以下「僚船」という。）で釣りを

していた知人に携帯電話で連絡をして救助を求めた。 

 操縦者は、来援した僚船に救助され、知人が、本船（船首部）と僚

船とをロープで繋
つな

ぎ、薄香湾北西部から江袋湾に向かってえい
．．

航を開

始した。 

僚船は、本船をえい
．．

航しながら南進していたところ、薄香湾南西部

（崎山埼北方沖）付近で船外機が停止し、再起動できなくなった。 

操縦者及び知人は、しばらくして、僚船が本船をえい
．．

航しているの

を陸上から目撃した人の通報によって来援した巡視艇に救助された。 

本船は巡視艇に収容され、僚船は巡視艇にえい
．．

航され、操縦者及び

知人と共に平戸市薄香湾漁港に移送された。 

本船は、後日修理会社によって、船尾部船底外板中央付近に亀裂が

確認された。なお、船内側の甲板及び側壁には亀裂などの損傷は確認

されなかった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の船尾部船底面（本事故後修理及び塗装を行った状態） 

 

操縦者は、出航前の点検で、本船の水線下部分の外板及び船底の損

傷などを確認していなかった。 

操縦者は、本船を輸送する際に、車両から降ろして移動するときな

どに本船の船底を地面に引きずることがあった。 

分析 本船は、船尾部船底に亀裂があったことから、漂泊中に同亀裂から

床板と船底との間に浸水したものと考えられる。 

操縦者は、出航前点検で船体状況を確認しなかったことから、亀裂

に気付かなかったものと考えられる。 

本船の亀裂については、操縦者が本船を車両から降ろして移動する

際に本船の船底を地面に引きずることがあったことから、そのときに

生じた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が漂泊中、操縦者が、出航前の点検で船体の損傷の

有無を確認しなかったため、船尾部船底に亀裂が生じていることに気

亀裂箇所 



付かず、同亀裂から浸水したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・ミニボートの操縦者等は、出航前にミニボートの船体外部（水線

下）の損傷などを確認すること。 

 ・ミニボートの操縦者等は、船体が転覆するなど救援が必要な状態

になった際は、必ず海上保安庁に通報すること。 

 


